
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知）」 

（令和８年３月５日保医発 0305 第６号）（0402 訂正後）」 

【ベースアップ評価料の抜粋（医科診療報酬点数表）】 

 

第 14 部 その他 

 

＜通則＞ 

１ 処遇の費用は、第１節ベースアップ評価料等の各区分の所定点数により算定する。 

２ 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者

が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷

病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受け

た場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において歯科外来・在

宅ベースアップ評価料（Ⅰ）若しくは歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）又は外来・在宅ベ

ースアップ評価料（Ⅰ）若しくは外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）（以下「外来・在宅ベース

アップ評価料」という。）を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷

病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ外来・在宅ベースア

ップ評価料を算定する。 

３ 物価対応の費用は、第２節物価対応料の各区分の所定点数により算定する。 

４ 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者

が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷

病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受け

た場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において歯科外来物価

対応料又は外来・在宅物価対応料を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連の

ある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ所定の物価対

応料を算定する。 

 

第１節 ベースアップ評価料等 

Ｏ０００ 看護職員処遇改善評価料 

看護職員処遇改善評価料は、地域で一定の役割を担う保険医療機関に勤務する保健師、助産

師、看護師及び准看護師の賃金を改善するための措置を実施することを評価したものであり、第

１章第２部第１節入院基本料、第３節特定入院料又は第４節短期滞在手術等基本料(「Ａ４００」

の「１」短期滞在手術等基本料１を除く。)を算定している患者について、１日につき１回に限り

算定できる。 

Ｏ００１ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 

(１) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該保険医療機関に勤務する職員(40 歳以上の医

師及び歯科医師並びに業務委託により勤務する者を除く。以下「対象職員」という。以下

この節において同じ。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚

生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診又

は訪問診療（以下この節において「初診等」という。）を行った場合に算定できる。 

(２) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「１」については、「Ａ０００」初診料、「Ｂ０



０１－２」小児科外来診療料の「１」の「イ」若しくは「２」の「イ」又は「Ｂ００１－

２－１１」小児かかりつけ診療料の「１」の「イ」の「(１)」、「１」の「ロ」の

「(１)」、「２」の「イ」の「(１)」若しくは「２」の「ロ」の「(１)」を算定した場合

に限り、算定できる。 

(３) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「２」については、「Ａ００１」再診料、「Ａ０

０２」外来診療料、「Ａ４００」短期滞在手術等基本料の「１」、「Ｂ００１－２」小児

科外来診療料の「１」の「ロ」若しくは「２」の「ロ」、「Ｂ００１－２－７」外来リハ

ビリテーション診療料、「Ｂ００１－２－８」外来放射線照射診療料、「Ｂ００１－２－

９」地域包括診療料、「Ｂ００１－２－１１」小児かかりつけ診療料の「１」の「イ」の

「(２)」、「１」の「ロ」の「(２)」、「２」の「イ」の「(２)」若しくは「２」の

「ロ」の「(２)」又は「Ｂ００１－２－１２」外来腫瘍化学療法診療料を算定した場合に

限り、算定できる。 

(４) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「３」の「イ」については、「Ｃ００１」在宅患

者訪問診療料(Ⅰ)の「１」の「イ」若しくは「２」の「イ」又は「Ｃ００３」在宅がん医

療総合診療料（ただし、訪問診療を行った場合に限る。）を算定した場合に限り、算定で

きる。 

(５) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「３」の「ロ」については、「Ｃ００１」在宅患

者訪問診療料(Ⅰ)の「１」の「ロ」若しくは「２」の「ロ」又は「Ｃ００１－２」在宅患

者訪問診療料(Ⅱ)を算定した場合に限り、算定できる。 

Ｏ００２ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 

(１) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関の対象職員の賃金のさらなる

改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであ

り、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初

診等を行った場合に算定できる。 

(２) 「イ」の「初診又は訪問診療を行った場合」については、「Ｏ００１」外来・在宅ベー

スアップ評価料(Ⅰ)の「１」又は「３」を算定した場合に算定できる。 

(３) 「ロ」の「再診時等」については、「Ｏ００１」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の

「２」を算定した場合に算定できる。 

Ｏ００３ 入院ベースアップ評価料 

入院ベースアップ評価料は、当該保険医療機関に勤務する対象職員の賃金の改善を実施するこ

とについて評価したものであり、第１章第２部第１節入院基本料、第３節特定入院料又は第４節

短期滞在手術等基本料(「Ａ４００」の「１」短期滞在手術等基本料１を除く。)を算定している

患者について、１日につき１回に限り算定できる。 

 


